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         資料 11－１－①－１

「秋田工業高等専門学校学則」（第９条抜粋）  

（主事） 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 主事の職務については，別に定める。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

 

      資料 11－１－①－２

「秋田工業高等専門学校運営組織規則」（第５条抜粋） 

 （職務） 

第５条 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理

する。 

２ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属

するものを除く。）を掌理する。 

３ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の教育並びに厚生補導に関する

ことを掌理する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）

 

 

  資料 11－１－①－３

「秋田工業高等専門学校運営組織規則」（第６条，第７条抜粋） 

 （副校長） 

第６条 本校に副校長を置き，教務主事をもって充てる。 

２ 副校長は，校長の命により校長の職務を補佐し，校長が不在の時はその職務を代行

する。  

 （校長補佐）  

第７条 本校に校長補佐を置き，学生主事，寮務主事，専攻科長及び地域共同テクノセ

ンター長をもって充てる。 

２ 校長補佐は，校長の命により校務を分担する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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             資料 11－１－①－４

 

秋田工業高等専門学校運営組織規則 

   第１章 総則 

 （目的）  

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条第

６項及び秋田工業高等専門学校学則（以下「学則」という。）第 11 条の規定に基づき，

秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）における運営組織の体制を確立し，

かつ，連絡を密にして教育効果の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則で「教員」とは，学則第８条第１項に定める校長，教授，准教授，講

師，助教及び助手をいう。 

 （学科等） 

第３条 本校に，学則第７条に定める各学科のほか，一般教科（人文科学系）及び一般

教科（自然科学系）（以下「学科等」という。）を置く。 

 

   第２章 教務主事，学生主事及び寮務主事 

 （任命） 

第４条 学則第９条に定める主事のうち，教務主事は教授のうちから，学生主事及び寮

務主事は教授又は准教授のうちから校長が推薦し，独立行政法人国立高等専門学校機

構理事長が任命する。 

 （職務） 

第５条 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理

する。 

２ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属

するものを除く。）を掌理する。 

３  寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の教育並びに厚生補導に関す

ることを掌理する。 

  

   第３章 副校長及び校長補佐等 

 （副校長） 

第６条 本校に副校長を置き，教務主事をもって充てる。 

２ 副校長は，校長の命により校長の職務を補佐し，校長が不在の時はその職務を代行

する。  

 （校長補佐）  

第７条 本校に校長補佐を置き，学生主事，寮務主事，専攻科長及び地域共同テクノセ

ンター長をもって充てる。  
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２ 校長補佐は，校長の命により校務を分担する。  

 （校長特別補佐） 

第８条 本校に校長特別補佐を置き，校長が任命する。 

２ 校長特別補佐は，校長を補佐し次の事項のうち特定の事項を処理する。  

 (1) 本校の整備に関すること 

 (2) 本校の中期目標・中期計画に関すること 

 (3) その他校長が必要と認めた企画に関すること 

３ 校長特別補佐の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   第４章 教務主事補，学生主事補及び寮務主事補 

 （主事補） 

第９条 本校に教務主事補，学生主事補及び寮務主事補をそれぞれ若干名置く。 

２ 主事補は，教授，准教授又は講師をもって充て，校長が任命する。 

３ 主事補は，当該主事の職務を補佐する。  

４ 主事補の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者の

任期は，前任者の残任期間とする。 

  

   第５章 学科長及び一般教科長 

 （学科長及び一般教科長） 

第 10 条 本校の各学科に学科長を，一般教科（人文科学系）及び一般教科（自然科学

系）に一般教科長を置く。  

２ 学科長及び一般教科長（以下「学科長等」という。）は，当該学科等に所属する教

授又は准教授をもって充て，校長が任命する。 

３ 学科長等は，当該学科等の代表者として，その運営及び連絡調整にあたる。 

４ 学科長等の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者

の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   第６章 専攻科長及び専攻長 

 （専攻科長及び専攻長） 

第 11 条 本校に専攻科長及び専攻長を置く。 

２ 専攻科長及び専攻長に関し必要な事項は，別に定める。 

 

   第７章 実習工場主任 

 （実習工場主任） 

第 12 条 本校に実習工場主任を置く。 

２ 実習工場主任は，機械工学科の教授，准教授又は講師をもって充て，校長が任命す
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る。 

３ 実習工場主任は，実習工場における実習業務の運営について総括するとともに，各

学科等との連絡調整にあたる。 

４  実習工場主任の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の

後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   第８章 学級担任 

 （学級担任） 

第 13 条 本校の各学級に学級担任を置く。 

２ 学級担任は，教授，准教授，講師又は助教をもって充て，校長が任命する。  

３ 学級担任は，学科長等と連絡を密にしそれぞれ担当する学級の職務，厚生補導並び

にその他当該学級の運営にあたる。  

４ 学級担任の任期は１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の後任者

の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

   第９章 指導教員 

 （指導教員） 

第 14 条 秋田工業高等専門学校学生準則（昭和 42 年規則第１号。以下「準則」とい

う。）第 20 条に定める団体にそれぞれ指導教員を置く。  

２ 指導教員は，教員をもって充て，校長が任命する。  

３ 指導教員は，準則第 20 条に定める団体の指導助言を行う。 

 

   第 10 章 会議及び委員会等  

 （企画調整会議） 

第 15 条 校長の指揮に基づき，本校の管理運営全体に係る事項について，企画・立案

し，連絡調整を図るため，企画調整会議を置く。  

２ 企画調整会議に関する必要な事項は，別に定める。  

 （総務委員会）  

第 16 条 本校の運営に関する事項を審議するため，総務委員会を置く。  

２ 総務委員会に関する必要な事項は，別に定める。  

 （教員会議）   

第 17 条 本校の管理運営及び教務・厚生補導等に関する事項を連絡，協議し，本校の

運営の円滑化を図ることを目的として，教員会議を置く。  

２ 教員会議に関する事項は，別に定める。  

 （その他委員会等）  

第 18 条 校長は，特定の事項に関する必要な調査，審議を行うため，各種委員会等を

置くことができる。 
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２ 各種委員会等に関する必要な事項は，別に定める。  

   

   第 11 章 その他 

 （その他） 

第 19 条 この規則に定めるもののほか，本校の運営組織に関し必要な事項は，別に定

める。 

   附 則 

１ この規程は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校教官組織規程（昭和 47 年 10 月 27 日制定）は，廃止する。

   附 則 

 この規程は，平成 17 年 11 月２日から施行する。  

   附 則 

 この規則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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         資料 11－１－①－５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （出典 総務課資料）
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            資料 11－１－②－１

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校グループウェア（サイボウズ））

 

               資料 11－１－②－２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 秋田工業高等専門学校グループウェア（サイボウズ））
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                   資料 11－１－②－３

 

（出典 秋田工業高等専門学校グループウェア（サイボウズ））
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            資料 11－１－②－４

 

    第１章 総則 

  （目的） 

第１条 この規則は，秋田工業高等専門学校学則第１１条の規定に基づき，秋田工業高

等専門学校（以下「本校」という。）の事務組織及び所掌事務について定めるものと

する。 

 

    第２章 事務組織 

  （部，課及び室） 

第２条 本校に事務部を置く。 

第３条 事務部に次の２課及び１室を置く。 

  総務課 

  学生課 

  企画室 

  （係） 

第４条 総務課に次の６係を置く。 

  総務係 

  人事係 

  学術情報係 

  財務係 

  調達係 

  施設係 

第５条 学生課に次の３係を置く。 

  学生支援係 

  教務係   

  寮務係 

第６条 企画室に企画係を置く。 

  （職制） 

第７条 事務部に事務部長を置く。 

２ 事務部長は，職員をもって充てる。 

３ 事務部長は，校長の命を受け，事務部の事務を処理する。 

第８条 総務課及び学生課にそれぞれ課長を置く。 

２ 課長は，職員をもって充てる。 

３ 課長は，上司の命を受け，課の事務を処理する。 

第９条 総務課及び学生課に課長補佐を置くことができる。 
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２ 課長補佐は，職員をもって充てる。 

３ 課長補佐は，上司の命を受け，課長を助け，課の事務を処理する。 

第１０条 企画室に室長を置くことができる。 

２ 室長は，職員をもって充てる。 

３ 室長は，上司の命を受け，その室の事務を処理する。 

第１１条 総務課，学生課及び企画室に専門員又は専門職員（以下「専門職員等」とい

う。）を置くことができる。 

２ 専門職員等は，職員をもって充てる。 

３ 専門職員等は，上司の命を受け，課又は室の所掌事務のうち専門的知識若しくは経

験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。 

第１２条 総務課，学生課及び企画室の各係にそれぞれ係長を置く。 

２ 係長は，職員をもって充てる。 

３ 係長は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

第１３条 総務課，学生課及び企画室の各係に主任を置くことができる。 

２ 主任は，職員をもって充てる。 

３ 主任は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

 

     第３章 所掌事務 

   （課及び室の事務） 

第１４条 総務課においては，次の事務を行う。 

  一 学校の事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 

  二 儀式その他の会議に関すること。 

  三 学則その他規則等に関すること。 

  四 内地及び在外研究員等に関すること。 

  五 情報公開に関すること。 

  六 科学研究費補助金その他各種学術研究費に関すること。 

  七 渉外に関すること。 

  八 公文書に関すること。 

  九 公印に関すること。 

  十 教職員の旅行命令に関すること。 

  十一 教職員の任免，賞罰及び服務等に関すること。 

  十二 教職員の給与に関すること。 

  十三 教職員の労働時間管理に関すること。  

  十四 教職員の研修及び勤務評定に関すること。 

  十五 教職員の健康管理，福利厚生及び災害補償に関すること。 

  十六 共済組合に関すること。 
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  十七 教職員の栄典及び表彰に関すること。 

  十八 人事記録に関すること。 

  十九 図書館業務に関すること。 

  二十 事務情報化に関すること。 

  二十一 予算及び決算に関すること。 

  二十二 債権の管理に関すること。 

  二十三 物品の管理に関すること。 

  二十四 会計の監査に関すること。 

  二十五 契約に関すること。 

  二十六 収入及び支出に関すること。 

  二十七 現金，預金及びその他有価証券に関すること。 

  二十八 給与等に関すること。 

  二十九 不動産の管理及び処分に関すること。 

  三十 教職員宿舎に関すること。 

  三十一 施設及び設備に関すること。 

  三十二 校内の警備に関すること。 

  三十三 調査統計及び諸報告に関すること。 

  三十四 その他，他の課及び室の所掌に属しない事務に関すること。 

第１５条 学生課においては，次の事務を行う。 

  一 学生の募集及び入学者選抜に関すること。 

  二 学生の修学指導に関すること。 

  三 教育課程に関すること。 

  四 学生の学業成績等に関すること。 

  五 学生の学籍及び身分異動に関すること。 

  六 研究生，科目等履修生等に関すること。 

  七 外国人留学生に関すること。 

  八 学生課に係る規則等に関すること。 

  九 学生の課外教育及び課外活動に関すること。 

  十 学生会及び学生団体の指導に関すること。 

  十一 入学料及び授業料の免除等に関すること。 

  十二 学生の奨学育英に関すること。 

  十三 学生支援施設の管理運営に関すること。 

  十四 学生旅客運賃割引証及び通学証明書等に関すること。 

  十五 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

  十六 学生寮に関すること。 

  十七 学生課に係る調査統計及び諸報告に関すること。 
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  十八 その他学生支援に関すること。 

第１６条 企画室においては，次の事務を行う。 

  一 将来計画及び中期計画に関すること。 

  二 自己点検・評価に関すること。 

  三 技術者教育プログラムに関すること。 

  四 機関別認証評価に関すること。 

  五 民間等との共同研究，受託研究及び寄附金に関すること。 

  六 地域共同テクノセンターの事務に関すること。 

  七 広報に関すること。 

  八 地域連携に関すること。 

  九 その他学校運営の企画に関すること。 

 

     第４章 事務分掌 

第１７条 専門職員等並びに課及び室の係の事務分掌については，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校事務組織規程（昭和４１年４月１日制定）は，廃止する。 

   附 則 

  この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規則は，平成１９年７月１日から施行する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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          資料 11－１－②－５

 

  （趣旨） 

第１条 秋田工業高等専門学校事務組織規則第１７条の規定に基づく事務部の課及び

室の係の事務分掌は，この規則の定めるところによる。 

  （総務課総務係） 

第２条 総務係においては，次の事務を行う。 

  一 学校の事務に関し，総括及び連絡調整に関すること。 

  二 会議及び諸行事に関すること。 

  三 学校の式典及び重要な会議に関すること。 

  四 学則その他規則等の制定及び改廃に関すること。 

  五 渉外に関すること。 

  六 公文書の接受，発送及び整理保存に関すること。 

  七 公印の管守に関すること。 

  八 教職員の旅行命令に関すること。 

  九 科学研究費補助金その他各種学術研究奨励金の応募に関すること。 

  十 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

  十一 自動車の配車及び管理に関すること。 

  十二 内地研究員及び在外研究員等に関すること。 

  十三 教員研究集会に関すること。 

  十四 教員，事務部長及び総務課に属する職員の労働時間管理に関すること。 

  十五 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  十六 その他，他の課，室又は他の係の所掌に属しない事務に関すること。 

  （総務課人事係） 

第３条 人事係においては，次の事務を行う。 

  一 教職員の任免，賞罰及び服務に関すること。 

  二 教職員の給与及び諸手当に関すること。 

  三 教職員の定数の管理及び運用に関すること。 

  四 非常勤職員及び外国人教師等の雇用に関すること。 

  五 教職員の研修及び勤務評価に関すること。 

  六 教職員の兼業に関すること。 

  七 労働者災害補償保険及び雇用保険に関すること。 

  八 教職員の労働安全衛生（調達施設係に属するものを除く。）に関すること。 

  九 教職員の福利厚生に関すること。 

  十 共済組合に関すること。 

  十一 名誉教授の称号授与に関すること。 
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  十二 教職員の栄典及び表彰に関すること。 

  十三 人事記録に関すること。 

  十四 教職員の諸証明に関すること。 

  十五 セクシュアル・ハラスメントに関すること。 

  十六 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  十七 その他人事関係事務に関すること。 

  （総務課学術情報係） 

第４条 学術情報係においては，次の事務を行う。 

  一 図書（雑誌を含む。以下同じ）の選定及び収集に関すること。 

  二 図書の契約及び受贈に関すること。 

  三 図書の受入，整理及び保存に関すること。 

  四 図書の分類及び目録に関すること。 

  五 図書の修理及び製本等に関すること。 

  六 図書の閲覧及び貸出等利用に関すること。 

  七 レファレンス・サービスに関すること。 

  八 図書館システムの運用及び維持管理に関すること。 

  九 文献複写・図書館間相互利用に関すること。 

  十 データベースの選定・収集・利用に関すること。 

  十一 電子資料の選定・収集・利用に関すること。 

  十二 研究紀要の編集及び学術文献等の収集，交換に関すること。 

  十三 事務情報化の推進に係る連絡調整に関すること。 

  十四 事務情報化に係る企画及び立案に関すること。 

  十五 事務情報システムの開発に関すること。 

  十六 事務情報システムの運用及び維持管理に関すること。 

  十七 事務情報システムの利用に係る知識及び技術の普及に関すること。 

  十八 事務用電子計算機に係るデータ及びプログラムの保護に関すること。 

  十九 事務用電子計算機による事務処理のための調査，分析及び資料収集に関するこ

と。 

  二十 その他事務用電子計算機の利用に関すること。 

  二十一 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  二十二 その他学術情報関係事務に関すること。 

  （総務課財務係） 

第５条 財務係においては，次の事務を行う。 

  一 会計事務の総括及び連絡調整に関すること。 

  二 会計関係諸規則に関すること。 

  三 会計の検査及び監査に関すること。 
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  四 予算の要求及び配分に関すること。 

  五 財務諸表及び決算報告書の作成，その他決算に関すること。 

  六 旅費，諸謝金及び退職手当の経理に関すること。 

  七 受託研究及び共同研究の契約に関すること。 

  八 債権の管理に関すること。 

  九 収入及び支出に関すること。 

  十 現金，預金及びその他有価証券の管理に関すること。 

  十一 科学研究費補助金，各種学術研究奨励金及びその他寄附金の経理に関するこ

と。 

  十二 給与等の支払い及び所得税等の徴収に関すること。 

  十三 金庫の管守に関すること。 

  十四 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  十五 その他財務関係事務に関すること。 

  （総務課調達係） 

第６条 調達係においては，次の事務を行う。 

 一 物品の管理及び処分に関すること。 

 二 物品及び役務等の契約に関すること。 

 三 物品の貸付，借受及び寄附に関すること。 

  四 光熱水料及び電話使用料等に関すること。 

  五 物件費の経理に関すること。 

  六 構内の清掃に関すること。 

  七 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  八 その他調達関係事務に関すること。 

  （総務課施設係） 

第７条 施設係においては，次の事務を行う。 

 一 不動産の管理及び処分に関すること。 

 二 土地，建物の借入れに関すること。 

 三 教職員宿舎に関すること。 

 四 営繕工事等の契約に関すること。 

 五 電気，ガス，給排水，電話及び暖房等の維持保全に関すること。 

 六 消防計画に関すること。 

 七 環境整備に関すること。 

 八 校内の安全管理及び警備に関すること。 

 九 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  十 その他施設関係事務に関すること。 

  （学生課学生支援係） 
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第８条 学生支援係においては，次の事務を行う。 

 一 学生課に係る事務の総括，企画及び連絡調整に関すること。 

  二 学生課に係る諸規則の制定及び改廃に関すること。 

  三 学生課に係る公印の管守に関すること。 

  四 学生関係各種行事に関すること。 

  五 学生の表彰及び懲戒の総括に関すること。 

  六 学生の課外教育及び課外活動に関すること。 

  七 学生会及び学生団体に関すること。 

  八 学生の掲示，集会，出版物及び諸届に関すること。 

  九 学生のボランティア活動に関すること。 

  十 入学料・授業料の免除及び徴収猶予並びに経済援助に関すること。 

  十一 学生の奨学育英に関すること。 

  十二 学生の修学及び生活等の相談及び学生相談室の事務に関すること。 

  十三 学生のアルバイトに関すること。 

  十四 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 

  十五 学生の厚生施設の管理運営に関すること。 

  十六 学生旅客運賃割引証及び通学証明書等に関すること。 

  十七 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 

  十八 学生の教育研究災害傷害保険等に関すること。 

  十九 学生の就職及び進学等に係る求人及び進学情報の収集，管理，提供に関するこ

と。 

  二十 学生課に係る広報に関すること。 

  二十一 学生課に属する職員及び学校医，学校歯科医，学校薬剤師及びカウンセラー

の労働時間管理に関すること。 

  二十二 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  二十三 その他学生課の事務で他の係の所掌に属しない事務に関すること。 

  （学生課教務係） 

第９条 教務係においては，次の事務を行う。 

 一 学生の募集及び入学者選抜に関すること。 

 二 入学者選抜の広報及び入試情報の提供に関すること。 

 三 入学者選抜の調査統計及び諸報告に関すること。 

 四 教育課程の編成及び授業に関すること。 

 五 定期試験等の実施に関すること。 

 六 学生の修学指導に関すること。 

 七 学生の学籍及び身分異動に関すること。 

 八 学生の指導要録の整理，記録及び保管に関すること。 
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 九 学生の学業成績の整理，記録及び保管に関すること。 

  十 学生証に関すること。 

  十一 学生の成績証明書等に関すること。 

  十二 学生の校外実習及び工場見学等に関すること。 

  十三 研究生及び科目等履修生等に関すること。 

  十四 外国人留学生に関すること。 

  十五 日本人学生の海外留学に関すること。 

  十六 非常勤講師の労働時間管理に関すること。 

  十七 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  十八 その他教務関係事務に関すること。 

  （学生課寮務係） 

第１０条 寮務係においては，次の事務を行う。 

  一 学生寮の管理運営に関すること。 

  二 学生寮の入退寮に関すること。 

  三 学生寮の諸経費の経理に関すること。 

  四 学生寮の宿日直に関すること。 

  五 寮生の給食，栄養指導及び衛生に関すること。 

  六 寄宿料の免除に関すること。 

  七 寮生行事に関すること。 

  八 所掌事務に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

  九 その他寮務関係事務に関すること。 

  （企画室企画係） 

第１１条 企画係は，次の事務を行う。 

 一 将来構想及び高専の整備に関すること。 

 二 自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

 三 中期計画に関すること。 

 四 日本技術者教育認定機構が認定する技術者教育プログラムに関すること。 

 五 大学評価・学位授与機構が認定する機関別認証評価に関すること。 

 六 民間機関等との共同研究，受託研究及び寄附金（他の係の所掌に属するものを除

く。）に関すること。 

  七 知的財産に関すること。 

  八 学術団体等との連絡に関すること。 

  九 地域共同テクノセンターの事務に関すること。 

  十 広報誌等の発行，公開講座，ホームページ等の広報に関すること。 

  十一 学校要覧等の発行に関すること。 

  十二 その他評価及び研究協力関係事務に関すること。 
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   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校事務分掌規程（昭和47年４月１日制定）は，廃止する。 

   附 則 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規則は，平成１９年７月１日から施行する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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            資料 11－１－②－６

 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第１８条の規定に基づき，本校に，事務部

内の連絡を緊密にし，円滑な事務運営を図ることを目的として，事務連絡会（以下「連

絡会」という。）を置く。 

第２条 連絡会は，次に掲げる者をもって組織する。 

  一 事務部長 

  二 課長 

  三 課長補佐及び企画室長 

  四 係長 

  五 技術長及び技術班長 

第３条 連絡会は，事務部長が招集し，その議長となる。 

２ 議長に事故ある時は，事務部長の指名する者が，その職務を代行する。 

第４条 連絡会は，原則として月１回第２週金曜日に開催する。ただし，必要あるとき

は，臨時に開催する。 

第５条 連絡会の庶務は，総務課が行う。 

 

   附 則 

この内規は，昭和５４年５月９日から実施する。 

   附 則 

この内規は，平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この内規は，平成１９年４月２４日から施行し，平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 

この内規は，平成２４年４月１日から適用する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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             資料11－１－②－７

 

（目的） 

第１条 この規則は，秋田工業高等専門学校（以下「本校」という。）において発生す

る様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため，本校における危機管理体

制，対処方法等を定めることにより，本校の学生，教職員（非常勤教職員を含む。以

下同じ）及び近隣住民等（以下「学生等」という。）の安全確保を図るとともに，本

校の社会的な責任を果たすことを目的とする。 

（危機管理の対象） 

第２条 前条の目的を達成するため，この規則に定める危機管理の対象とする事象（以

下「危機事象」という。）は，次の各号の一に該当するものであって，組織的・集中

的に対処することが必要な事態とする。 

一 学生等の安全にかかわる重大な事態 

二 本校の教育研究等の活動の遂行に重大な支障がある事態 

三 本校に対する社会的信頼を損なう事態 

四 施設管理上の重大な事態 

五 社会的影響の大きな事態 

六 その他前各号に類するような事態 

（危機管理のための校長等の責務） 

第３条 校長は，本校における危機管理を統括する責任者であり，危機管理を推進する

とともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 副校長は，校長を補佐し，危機管理の推進に努めなければならない。 

３ 各主事，各学科長，専攻科長，図書館長及び各センター長は，所掌する業務，当該

学科，専攻科，図書館及び当該センター（以下「学科等」という。）における危機管

理責任者であり，全学的な危機管理体制と連携し，当該学科等の危機管理を推進する

とともに，必要な措置を講じなければならない。 

４ 教職員は，危機管理意識をもって，その職務の遂行に当たるものとする。 

（リスク管理室の設置） 

第４条 本校に，危機管理を総合的かつ計画的に推進するため，リスク管理室を設置す

る。 

２ リスク管理室に，室長を置き，校長をもって充てる。 

３ リスク管理室は，本校の危機管理に関して総括し，校長を補佐するとともに，危機

管理体制の充実に努め，校長の指揮の下に，対処に必要な危機管理に当たる。 

４ リスク管理室の構成は，次のとおりとする。 

一 校長 

二 副校長 
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三 校長補佐 

四 情報処理センター長 

五 事務部長 

六 総務課長及び学生課長 

七 その他校長が指名する者 

八 第二号から第七号に掲げる者をリスク管理員とする。 

（リスク管理室の業務等） 

第５条 リスク管理室は，次に掲げる業務を行うものとする。 

一 想定される危機に関する危機事象に関する情報（校内外の動向等の情報を含む。）

の収集及び分析 

二 想定される危機事象の検討，対応策の立案及び実施 

三 危機管理マニュアル等の作成，見直し及び周知 

四 学生等に対する適切な情報提供 

五 教職員及び学生への教育及び訓練の実施 

六 対策本部の組織体制及び活動内容の決定 

七 緊急時の情報伝達体制の整備 

八 その他危機管理に係る必要な事項の実施 

２ リスク管理室は，法令及び関係する本校規則等に従い，学生等が本校に起因する危

機により災害を被ることがないよう常に配慮しなければならない。 

（リスク管理員以外の出席） 

第６条 リスク管理室長が必要と認めたときは，リスク管理員以外の者を会議に出席さ

せ，当該事項の意見を述べさせることができる。 

（危機事象に関する通報等） 

第７条 教職員は，緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生する恐れがあることを発

見した場合は，リスク管理員に通報しなければならない。 

２ リスク管理員は，前項の通報を受け，又は自ら危機事象を察知した場合は，直ちに

校長に連絡するとともに，当該危機事象の状況を確認し，校長と対処方針を協議しな

ければならない。 

（対策本部の設置） 

第８条 校長は，危機事象の対処のために必要と判断する場合は，速やかに当該事象に

係る対策本部を設置するものとする。 

２ 対策本部の構成は，次のとおりとする。 

一 本部長は，校長をもって充て，対策本部の業務を統括する。 

二 副本部長は，リスク管理員の中から本部長が指名する者をもって充て，本部長を

補佐する。 

三 本部員は，リスク管理員，学科長，その他教職員の中から本部長が指名する者を
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もって充てる。 

３ 対策本部の事務は，総務課が主管し，関係課から事務部長が指名する者が参画する。

４ 対策本部は，危機事象への対処の終了をもって解散する。 

（対策本部の権限等） 

第９条 対策本部は，本部長の指揮の下に，迅速に危機事象に対処しなければならない。

２ 教職員及び学生は，対策本部の指示に従わなければならない。 

３ 対策本部は，危機事象の対処終了後に，必要事項を教員会議に報告しなければなら

ない。 

（機構本部リスク管理本部等との連携） 

第１０条 対策本部は，危機管理を総合的かつ有機的に実施するため，機構本部リスク

管理本部と相互連携を図るものとする。また，必要に応じて関係機関及び保護者等と

連携して対応するものとする。 

（校長が不在の場合の措置） 

第１１条 校長が不在の場合は，副校長がこの規則に基づき，危機管理に対処するもの

とする。 

（守秘義務） 

第１２条 本校の危機管理又は危機対策に関する業務に従事する教職員は，その業務に

関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とす

る。 

（雑則） 

第１３条 この規則に定めるもののほか，危機管理に関し必要な事項は，別に定める。

 

附 則 

この規則は，平成２３年５月１８日から施行する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則 

  （設置） 

第１条 秋田工業高等専門学校運営組織規則第１８条第２項の規定に基づき，秋田工

業高等専門学校における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うた

め，秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

  （審議事項） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 （１） 日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）に関すること。 

  （２） 教育プログラムに関すること。 

  （３） ファカルティ・ディベロップメントに関すること。 

  （４） 創造工学システムプログラム及び教育内容，授業手法の改善に関すること。

  （５） 認証評価に関すること。 

  （６） その他自己点検及び評価に関すること。 

  （組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

  （１） 校長 

  （２） 副校長（教務主事） 

  （３） 校長補佐（学生主事，寮務主事，専攻科長，地域共同テクノセンター長） 

  （４） 図書館長 

  （５） 情報処理センター長 

  （６） 総合企画室長 

  （７） 各学科・一般教科から選出された教員 各１名 

  （８） 事務部長 

  （９） 総務課長及び学生課長 

  （10） 企画室長 

  （11） その他校長が必要と認めた者 

  （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長・副委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，校長をもって充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員会に副委員長を置き，副校長をもって充てる。 
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４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは，委員以外の者を出席させて意見を求めること

ができる。 

  （委員会等への付託） 

第７条 委員会は，自己点検・評価に関する具体的な事項の設定及び実施方法等につ

いての原案策定を関係委員会に付託することができる。 

  （報告及び公表） 

第８条 委員会は，毎年度自己点検・評価を実施し，関係委員会からの答申等をとり

まとめて，その都度，校長に報告するものとする。 

  （専門部会） 

第９条 委員会に，特定の事項を調査・検討及び点検・検証するため，専門部会を置

くことができる。 

２ 専門部会について必要な事項は別に定める。 

  （庶務） 

第 10 条 委員会の庶務は，企画室において処理する。 

  （雑則） 

第 11 条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営上必要な事項は別に定める。 

    附 則 

１ この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 秋田工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則（平成４年１０月７日制定）は，

廃止する。 

 

（出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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               （出典 秋田工業高等専門学校ホームページ）
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（出典 秋田工業高等専門学校ホームページ）
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            （出典 秋田工業高等専門学校グループウェア（サイボウズ））
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（出典 秋田工業高等専門学校グループウェア（サイボウズ））
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                   （出典 秋田工業高等専門学校規則集）
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                 （出典 第 18 回参与会議事要旨）
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                   （出典 総務課資料）

 

 

 

 

 

学科 時期 開催日 時間 会場 講師所属 演題 対象

1 機械工学科 前期 ２４．４．３０
13:05～
14:45

テクノコミュニィ
株式会社牧野フライス製作所
加工技術部ｶｽﾀﾏｰｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

中川　裕也 氏 工作機械の現状 ５Ｍ

2 後期 ２６．１．２９
13:05～
14:45

４Ｅ教室
(株)秋田放送　経営推進局　　　　　　　　　総
務部　部長

栁沼　秀光 氏
企業が求める人材とデジタル化の中でのア
ナログ技術

４E

3 後期 ２６．２．２５ 13:00～ ４Ｅ教室
アイシン・コムクルーズ（株）　盛岡開発センター

ボデーグループ　グループマネージャー
加藤　誠 氏

車載向け組込みソフト開発の魅力と工
夫

４E、
希望者

4 前期 ２５．７．１１
13:05～
14:45

大講義室
元　（財）あきた産業振興機構
地域結集型共同研究推進課
参事兼課長

髙橋　幸治 氏
明日の秋田に向けて、心ときめかすこと　－
科学技術と人生設計とを考える－

４Ｃ、５Ｃ

5 後期 ２６．１．１７
14:00～
15:30

大講義室 秋田製錬株式会社 富樫　健一 氏 秋田が誇る素材産業、亜鉛製錬について ４C

6 前期 ２５．７．２３
13:05～
14:45

４B教室
（株）日本ピーエス　　　　　　　　　　　　　　東
北支店　技術施工部長

薄田　義夫 氏
最近のプレストレストコンクリート技術につい
て

４Ｂ

7 後期 ２６．２．７
8:45～
10:25

テクノコミュニィ （株）ネクスコ・エンジニアリング東北
（執行役員）　松井端　亘

（係長）　澤野　幸輝
氏
氏

地盤環境保全について
軟弱地盤及び斜面災害の対策工について

４Ｂ

環境都市工学科

平成２５年度　　ＣＯ－ＯＰ教育講演会年間一覧表

講師氏名

物質工学科

電気情報工学科
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                  （出典 秋田工業高等専門学校ホームページ）
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（出典 高専機構通知文書）
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                   （出典 総務課資料）

 


